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防油堤の細部審査基準 
 

第１ 防油堤の安定に関する審査 
防油堤の構造基準に基づく安定に関する審査は、第３に示す「防油堤の安定計算マ

ニュアル」により審査すること。 
なお、土の内部摩擦角（φ）＝30º、土の摩擦係数（μ）＝0.5 としたときの防油堤

標準形状例（表１）に適合するものにあっては、安定に関する審査をしなくてもよい
ものとする。 

 
 
 表１ 防油堤標準形状例（φ＝30°、μ＝0.5 のとき） 

別記６ 

（参考） 
〇内部摩擦角  地盤調査での直接せん断試験等により求められるが、地盤調査

がされていないときは、基礎底面下 0.5〜0.6ｍの間を十分に締
め固めることにより、Φ＝30°とすることができる。 

〇摩擦係数   防油堤の基礎底面下の摩擦係数で、当該土の摩擦角（Φ）の正
接（ｔａｎΦ）で与えられるが、通常 0.5 とする。この場合、防
油堤基礎底面下の施工は、次図のとおりとなっていること。 
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第２ 防油堤の強度に関する審査 
防油堤の強度に関する審査は、防油堤の構造基準によるほか、次による場合は、強

度計算を要しないものとする。 
１ 目地 
（１）防油堤が短形のものにあっては、その一辺について 20ｍごとに伸縮目地（最低４

箇所）を設けること。 
（２）目地の間隔は、１〜３ｃｍの範囲とすること。 
（３）目地部分の施工方法は、例図のとおりとすること。この場合、止液板は、厚さ 

０．５ｍｍ以上の銅板を用い、コンクリートとの定着部分は、１５０ｍｍ以上とす
ること。 

２ 配筋 

（１）配筋は、復鉄筋構造であること。 
（２）壁体及び基礎の配筋は、次によること。（例図参照） 

ア 防油堤の基礎及び壁体前面部分に用いる鉄筋は、主筋にあっては １３ｍｍ以
上、配力筋にあっては、９ｍｍ以上のものとし、その配筋間隔は、壁体前面部の
主筋にあっては３００ｍｍ以下、基礎部分の主筋にあっては２００ｍｍ以下、壁
体前面部及び基礎部分の配力筋にあっては３００ｍｍ以下であること。 
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イ 防油堤壁体背部（タンク側）の主筋の間隔は、表２に適合しているものとし、
配力筋にあっては、アの配力筋の間隔と同じとすること。 

 
［表－２ 防油堤背面の主筋］ 

φは、鉄筋の直径（㎜） 
＠は、配筋の間隔（㎜） 
（注）この表の適用は、防油堤基礎の土のかぶりが、0.4ｍ以下の場合に限る。 

 



 

別６－４ 
 

第３ 防油堤計算マニュアル 

１ ΣＷ、ＬＸの算出 
（防油堤自重と液重量の合計（ΣＷ）及び水平方向重心距離（ＬＸ）） 
  各部重量                各部重心距離 
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２ 水平方向荷重の合力値及び作用位置（基礎底面下からの距離）の算出 
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３ 地盤支持力（ｑｄ）の算出 
（１）内部摩擦角（φ）の決定 

φ＝（  °）（注） ◎地盤調査資料に記載されている場合は、その数値 
◎地盤調査資料に記載されていない場合は、（Ｎ値から算出） 
◎地盤調査資料が添付されていないときは、基礎底面下 0.5〜

0.6ｍの間を十分締め固めることを条件に、φ＝30°とする。 
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７ 審査 
（１）-１ 地盤支持力（満液） 

ア e の算出 
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イ αの決定 

ウ 接地圧（σｅ）の算出 

エ 審査 

（１）-２ 地盤支持力（地震） 
ア e の算出 

イ αの決定 

ウ 接地圧（σｅE）の算出 
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エ 審査 

（１）-３ 地盤支持力（照査） 

ア e の算出 

イ αの決定 

ウ 接地圧（σｅS）の算出 

エ 審査 
（２）抵抗水平力（滑動） 

ア 満液 
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イ 地震 

ウ 照査 

（３）抵抗モーメント 
ア 満液 

イ 地震 

ウ 照査 

 
 


